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告 示
栃木県告示第187号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託したの
で、同条第２項の規定により告示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託した公金事務の内容
栃木県看護職員修学資金貸付金に係る償還金の徴収

２　委託を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地
⑴　名称
ニッテレ債権回収株式会社

⑵　主たる事務所の所在地
東京都港区芝浦三丁目16番20号

３　地方自治法第243条の２第１項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日
⑴　指定をした日
令和７（2025）年４月１日

⑵　委託をした日
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令和７（2025）年４月１日
４　委託期間
令和７（2025）年４月１日から令和８（2026）年３月31日まで

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第188号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自 立 支 援
医療の種類

だるま薬局　北草
川店

さくら市北草川２-
10-１

有限会社だるま薬局
取締役
佐藤　健太郎

令和７（2025）年
４月１日

育成医療及び
更生医療

２　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自 立 支 援
医療の種類

WADEWADE 訪
問看護ステーショ
ンリカバリー栃木

栃木市室町１-23　BB
アペックス203

yoboiryo株式会社
代表取締役
川上　智之

令和７（2025）年
４月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第189号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自 立 支 援
医療の種類

花・花薬局　昭和
通り店

足利市西砂原後町
1180-１

株式会社エフアンドエフ
代表取締役
藤川　欣洋

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療

リブラ薬局　小山
店

小山市大字雨ヶ谷字本
田738-１

株式会社Libra
代表取締役
的場　洋一郎

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療

だるま薬局　北草
川店

さくら市北草川２-
10-１

有限会社だるま薬局
取締役
佐藤　健太郎

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療

コスモス調剤薬局
鶴田店

宇都宮市鶴田町1025 株式会社コスモス薬品
代表取締役
横山　英昭

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療

ゲート薬局　小林
店

日光市小林2453-２ 株式会社メディカルゲー
トシステム

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療
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代表取締役
重本　勝巳

フレンド薬局　小
山喜沢店

小山市喜沢439-１ 株式会社フレンド
代表取締役
谷　孝裕

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療

WADEWADE 訪
問看護ステーショ
ンリカバリー栃木

栃木市室町１-23　BB
アペックス203

yoboiryo株式会社
代表取締役
川上　智之

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療

訪問看護ステー
ションあおぞら

宇都宮市下岡本町4022
サンホーム岡本102

株式会社サンスマイル
代表取締役
熊谷　雅弘

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療

訪問看護ステー
ションおむすび

宇都宮市西川田南
１-40-25

合同会社TKM
代表社員
入江　勇

令和７（2025）年
４月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第190号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日 自 立 支 援
医療の種類

リブラ薬局　小山
店（ミライ薬局　
小山店）

小山市雨ヶ谷本田738-
１（小山市雨ヶ谷752-
４）

株式会社Libra
代表取締役
的場　洋一郎

令和７（2025）年
４月１日

育成医療及び
更生医療

セイムス小山城東
薬局（きりん薬局
小山城東店）

小山市城東６-６-25 株式会社富士薬品
代表取締役
高柳　昌幸

令和７（2025）年
４月１日

育成医療及び
更生医療

　※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第191号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日 自 立 支 援
医療の種類

セイムス小山城東
薬局（きりん薬局
小山城東店）

小山市城東６-６-25 株式会社富士薬品
代表取締役
高柳　昌幸

令和７（2025）年
３月７日

精神通院医療

　※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第192号
　次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規定により告示す
る。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
那須塩原市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的
水源の涵

かん

養
３　解除の理由
道路用地とするため
（「次の図」は省略し、その図面を栃木県庁及び那須塩原市役所に備え置いて縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第193号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

西 鬼 怒 川 土 地 改 良 区 令和７（2025）年４月４日

西 下 ヶ 橋 土 地 改 良 区 令和７（2025）年４月８日

親 園 土 地 改 良 区 令和７（2025）年４月７日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第194号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託したの
で、同条第２項の規定により告示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　委託した公金事務の内容
　栃木県県営住宅条例（平成９年栃木県条例第１号）の規定に基づく県営住宅（矢板・大田原地区及び佐
野・足利地区を除く。）の家賃及び割増賃料並びに県営住宅敷地内の駐車場の使用料の徴収
２　委託を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地
⑴　名称
栃木県住宅供給公社

⑵　主たる事務所の所在地
宇都宮市仲町１番１号

３　地方自治法第243条の２第１項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日
⑴　指定をした日
令和７（2025）年４月１日

⑵　委託をした日
令和７（2025）年４月１日

４　委託期間
令和７（2025）年４月１日から令和８（2026）年３月31日まで
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（住宅課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第19項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

市 貝 町
土地改良区 理　事 藤平　元一 芳賀郡市貝町大字赤羽852

令 和 ７
（2025）.
３.31

〃 小林　秀夫 　〃　　〃　　〃　　305-９ 〃

〃 加藤　俊幸 　〃　　〃　　〃　　1874-１ 〃

〃 上山貴代子 　〃　　〃　大字上根519 〃

〃 高久　政男 　〃　　〃　　〃　　606-２ 〃

〃 石井　光二 　〃　　〃　　〃　　605-１ 〃

〃 小林　恒雄 　〃　　〃　大字椎谷140 〃

〃 横山　正明 　〃　　〃　　〃　　421 〃

〃 伏見　　操 伏見　　操 　〃　　〃　大字赤羽1085 〃
令 和 ７
（2025）.
４.１

〃 水沼　貞雄 水沼　貞雄 　〃　　〃　　〃　　371-３ 〃 〃

〃 髙木　研一 髙木　研一 　〃　　〃　大字市塙5190-２ 〃 〃

〃 塙　　英行 塙　　英行 　〃　　〃　大字多田羅523-１ 〃 〃

〃 秋葉　賢蔵 秋葉　賢蔵 　〃　　〃　大字笹原田739 〃 〃

〃 髙梨　　寛 髙梨　　寛 　〃　　〃　大字田野辺1040 〃 〃

〃 石原　　浩 石原　　浩 　〃　　〃　　　〃　　234 〃 〃

〃 関澤　幹雄 関澤　幹雄 　〃　　〃　大字続谷807 〃 〃

〃 薄根　定男 薄根　定男 　〃　　〃　大字杉山484 〃 〃

〃 阿久津孝志 阿久津孝志 　〃　　〃　大字文谷558 〃 〃

〃 平澤　行夫 平澤　行夫 埼玉県さいたま市見沼区御蔵809-
１

〃 〃

〃 渡辺　　勝 渡辺　　勝 芳賀郡芳賀町大字祖母井1725-43 〃 〃

〃 石井　　豊 　〃　市貝町大字上根491-５ 〃

〃 鈴木　丈夫 　〃　　〃　　〃　　599-１ 〃
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理　事 関戸　章一 芳賀郡市貝町大字上根773-３
令 和 ７
（2025）.
４.１

〃 飯田喜代市 　〃　　〃　大字赤羽2080 〃

〃 和田　政一 　〃　　〃　　〃　　364 〃

〃 福田　　進 　〃　　〃　　〃　　2552-２ 〃

〃 横山　政一 　〃　　〃　大字椎谷516 〃

〃 大久保敏雄 　〃　　〃　　〃　　342 〃

監　事 鈴木　丈夫 　〃　　〃　大字上根599-１
令 和 ７
（2025）.
３.31

〃 入野　俊昭 　〃　　〃　大字笹田原551 〃

〃 添田　眞一 添田　眞一 　〃　茂木町大字茂木784-４ 〃
令 和 ７
（2025）.
４.１

〃 赤羽　　利 　〃　市貝町大字市塙335-１ 〃

〃 大塚　　進 　〃　　〃　大字赤羽825 〃

岩 舟
土地改良区 理　事 渡邊　仁一 栃木市岩舟町静1757-１

令 和 ７
（2025）.
３.25

思 川 西 部
土地改良区 理　事 松本　　豊 小山市大字上国府塚920

令 和 ７
（2025）.
３.31

〃 石川　正喜 　〃　大字白鳥1305 〃

〃 田名網　満 栃木市大平町北武井614 〃

〃 玉野　一雄 小山市大字下河原田310-１ 〃

〃 青山　隆男 　〃　大字小袋893 〃

〃 板垣　哲夫 　〃　大字鏡984 〃

〃 古川　和義 　〃　大字中里1079 〃

〃 菅沼　　誠 　〃　大字寒川1145-２ 〃

〃 須田　雄一 　〃　大字上生井1195 〃

〃 岡部　正明 　〃　大字網戸1295 〃

〃 橋本　和幸 下都賀郡野木町大字友沼2130 〃

〃 前澤　　通 栃木市藤岡町新波1430 〃

〃 髙科　正清 小山市大字上初田388-１ 〃

〃 古河　利守 古河　利守 　〃　大字網戸748-13 〃
令 和 ７
（2025）.
４.１
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理　事 石塚　寛治 石塚　寛治 小山市大字下初田802
令 和 ７
（2025）.
３.31

令 和 ７
（2025）.
４.１

〃 岸　　嘉彦 岸　　嘉彦 　〃　大字下国府塚710 〃 〃

〃 白井　正宏 白井　正宏 　〃　大字迫間田119 〃 〃

〃 慶野　貞夫 慶野　貞夫 　〃　大字上国府塚920 〃 〃

〃 椎名　　正 椎名　　正 　〃　大字間中1346 〃 〃

〃 石川　浩司 石川　浩司 　〃　大字井岡438 〃 〃

〃 池貝　孝雄 池貝　孝雄 　〃　大字下生井1201-１ 〃 〃

〃 長島　利夫 長島　利夫 　〃　大字生良407 〃 〃

〃 川俣　真男 　〃　大字白鳥1256-３ 〃

〃 大出　誠治 　〃　大字上初田1102 〃

〃 松沼　　健 　〃　大字生駒660 〃

〃 松本　茂男 　〃　大字上国府塚958 〃

〃 保坂　正一 　〃　大字小袋632 〃

〃 川尻　久夫 　〃　大字鏡356 〃

〃 松本　文夫 　〃　大字中里1055-１ 〃

〃 稲葉　芳雄 　〃　大字寒川1147 〃

〃 海老沼　猛 　〃　大字上生井1239 〃

〃 野村　　宏 　〃　大字網戸227 〃

〃 石塚　文夫 下都賀郡野木町大字友沼2855 〃

〃 谷内　一隆 栃木市藤岡町新波2000-１ 〃

〃 鵜飼　信行 　〃　大平町北武井670 〃

監　事 中茎　元一 宇都宮市平出町1052-８
令 和 ７
（2025）.
３.31

〃 塚田　正義 小山市大字石ノ上534 〃

〃 岸　　初美 岸　　初美 　〃　大字下生井641 〃
令 和 ７
（2025）.
４.１

〃 戸野塚和俊 戸野塚和俊 　〃　大字下国府塚673 〃 〃

〃 塚田　栄作 　〃　大字石ノ上533 〃

〃 福田　英喜 　〃　大字島田468 〃

氏 家
土地改良区 監　事 青山　　清 さくら市桜野1262-２

令 和 ６
（2024）.
12.１

〃 檜山　雅徳 　〃　　〃　1408
令 和 ７
（2025）.
４.１
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佐 野 市
土地改良区 理　事 青村　　章 佐野市伊保内町5674

令 和 ７
（2025）.
３.31

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和６（2024）年８月27日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、利根川水系砂防事務所長から、その公
共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（航空レーザ測量）

２　作業地域
栃木県日光市

３　作業期間
令和６（2024）年８月１日から同年12月25日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和７（2025）年２月４日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、茂木町長から、その公共測量が終わっ
た旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（出来形確認測量）

２　作業地域
芳賀郡茂木町大字茂木

３　作業期間
令和７（2025）年２月１日から同年３月７日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和６（2024）年10月25日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、利根川上流河川事務所長から、その公
共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（空中写真測量）
２　作業地域
　　利根川上流河川事務所管内
３　作業期間
　　令和６（2024）年10月８日から令和７（2025）年３月31日まで
　───────────────────────────────────────────────
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　　　○公共測量の終了
　令和６（2024）年11月26日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、利根川上流河川事務所長から、その公
共測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（航空レーザー測量）
２　作業地域
　　利根川上流河川事務所管内
３　作業期間
　　令和６（2024）年11月１日から令和７（2025）年２月28日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和６（2024）年10月４日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、芳賀農業振興事務所長から、その公共
測量が終わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり
公示する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（確定測量図作成、基準点測量）

２　作業地域
芳賀郡市貝町椎谷地区

３　作業期間
令和６（2024）年９月18日から令和７（2025）年３月14日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　令和６（2024）年７月２日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年
法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、宇都宮市長から、その公共測量が終
わった旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示す
る。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（都市計画基本図更新）

２　作業地域
宇都宮市の一部

３　作業期間
令和６（2024）年６月12日から令和７（2025）年３月25日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　佐野市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和７（2025）年４月１日に変更した、足利佐野都市計画用途地域の関係図書の写しを同法第21条第２項に
おいて準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市政策課において縦覧に供する。
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

　　令和７（2025）年４月18日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　佐野市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定によ
り令和７（2025）年４月１日に変更した、足利佐野都市計画地区計画（佐野新都市高萩・越名地区地区計画）
の関係図書の写しを同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都
市政策課において縦覧に供する。
　　令和７（2025）年４月18日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市政策課）　

　───────────────────────────────────────────────


